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第 21期第 32回神奈川県内水面漁場管理委員会議事録 

 

日   時  令和５年 10月 18日（水）午後 1時 50分から午後３時 10分 

 

場   所  波止場会館３階「中会議室」 

 

議題 

１  諮問事項 

  ⑴  内共第４号第五種共同漁業権遊漁規則の変更について       （資料１） 

 

２  報告事項 

  ⑴  令和５年度全国水面漁場管理委員会連合会研修会の結果について  （資料２） 

    ⑵  全国内水面漁場管理委員会連合会東日本ブロック協議会におけるブロック照会及び素案 

      への意見について        （資料３） 

 

３  その他 

  ⑴  令和６年１月の委員会開催日程について 

  ⑵  その他 

 

出席者 

・委  員 漁業者委員 篠本  幸彦、萩原  季、平田  英二、細川  孝、本多  菊男 

  遊漁者委員 長塚  徳男 

  学識経験委員 安藤  隆、井貫  晴介、津谷  信一郎 

・事務局 山本事務局長、荒井事務局長代理、竹村主事、鈴木臨時主事 

・県水産課 石黒担当課長、照井 GL、相澤副技幹、菊池副技幹、中川技師 
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議事 

事)山本事務局長 それではこれより委員会を開催いたします。 

 委員の皆様の出席状況について御報告いたします。 

 本日は 10名中９名の委員の御出席をいただいており、漁業法第 145条第１

の規定を満たしておりますので、委員会が成立することを御報告申し上げま

す。 

 それでは議長、よろしくお願いします。 

議長 ただ今から第 32回の委員会を開催いたします。 

  (井貫会長) 本日の議題ですが、諮問事項１件と報告事項２件、その他となっておりま

す。 

 なお、前回の委員会で、委員の方からの御質問に対し、事務局が確認する

こととなった点については､２の報告事項の２番として併せて説明していただ

きます。 

 それでは、本日の議事録署名人を指名させていただきます。萩原委員、安

藤委員、お願いいたします。 

両委員 （了承） 

議長 それでは議事に入ります。諮問事項⑴の「内共第４号第五種共同漁業権遊

漁規則の変更について」ですが、水産課から概要説明をお願いします。 

水）中川技師 【資料１に基づき説明】 

議長 ただいま、水産課から説明がありましたが何か御質問、御意見ありました

らお願いします。 

安藤委員 はい。 

議長 はい、お願いします。 

安藤委員 組合からの申請書の説明のところですけれど、「冬季キャッチアンドリリ

ース区間として大盛況となっている」ってあるのですけれども、何か実際ど

の位効果が上がっています、というような具体的な説明はありますでしょう

か。 

議長 はい。お願いします。 

細川委員 早川河川漁業協同組合の細川です。 

 この令和３年以前とこのキャッチアンドリリース期間を設けた令和３年以

降とでは、遊漁証販売金額が３倍となっているので、遊漁者も大変多かった

のですが、正月の一番混み合っている時などは、隣の人と１メートルも空い

ていない位並んで釣りをして、「釣りにならないからどうにかならないか」
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という話がありまして、ここに来て、工事もありますから区間を広げよう

か、ということになった次第でございます。 

 以上です。 

安藤委員 正月の近辺っていうことは、ヤマメはもう当然釣れないので、主にニジマ

スということでしょうか。 

細川委員 そうです。 

安藤委員 その他のコイとかウグイ、オイカワ等はあまり対象になっていない、主に

ニジマス。 

細川委員 そうですね。 

安藤委員 ということでいいですか。 

議長 はい。ほかに何かございますか。 

安藤委員 はい。農業用水の取水口の工事ということなのですけど、地図でいうとど

の辺ですか。 

細川委員 ２ページ目の太閤橋と前田橋の間、前田橋から 200メートル位下流です。 

安藤委員 ちょうど、真ん中っていうか。 

細川委員 真ん中のちょっと上です。 

安藤委員 盛況だから区間を広げたい、令和３年以降実績も上がっているということ

で、区間を広げることについては、私は賛成です。 

 ただ、気になったのは、ここで理由としてですね「工事をしているから他

の区間に広げたい」っていうふうにしてしまうと「工事が終わった後はまた

縮小するのか」という話になってしまうので、今度の遊漁規則の改正の理由

として、工事をやっているからというのは、私としてはあまり相応しくない

かなというふうに，思ったものですから、一言申し上げたいと思います。 

議長 よろしいですか。ほかに。 

安藤委員 すみません。あと、えさ釣りの方も今一緒でいいですか。 

議長 はい。 

安藤委員 はい。「アユのエサ釣りの解禁日の変更」のところなんですけど。⑵です

ね。「アユのエサ釣り解禁日の変更」、別紙「資料１－１」の１ページなん

ですが、３行目のところにですね「近年は、下流域では８月にえさ釣りの実

績がないこと等から」となっていますけど、これ、下流域はもともと９月１

日からだから８月にエサ釣りの実績があったら全部違反ですよね。下流域は

９月１日が解禁日ですよね。 

水）中川技師 「上流域は」の間違いです。失礼しました。 
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安藤委員 わかりました。「上流域では」に直せばいいんですね。はい、わかりまし

た。下流はもともと９月ですね。 

議長 よろしいですか。「資料１－１」を変更しておいてください。他に何かご

ざいますか。 

津谷委員 二つあります。一つはアユの解禁日のことで、以前はエサ釣りについて、

解禁日をずらしていたということで、これはもともと何でずらしていたのか

を教えていただきたい。あともう一つは、キャッチアンドリリース区間の変

更ということで、この変更が現場で分かるように、ここがキャッチアンドリ

リース区間であることが分かるように、なるべくしていただきたいという要

望、この二つです。 

議長 はい。 

細川委員 以前、30年位前は、全部８月１日全川解禁だったのですけれども、その頃

はまだエサ釣りで、コマセを撒いて釣りをするということになっていたので

すが、コマセは非常に環境を悪くする、臭いとか。 

 それで、下流域だけでもそれをよそうか、ということで、夏場はやはりコ

マセと言ってもアミコマセで、すごく臭くなってしまうので、下流域だけで

も変えようか、というような話しです。今回、上流域も変えようということ

は、やっぱり今言ったように、コマセが腐って臭い。で、観光客もたくさん

いらっしゃる区域なので、臭いとか汚れがあると、嫌がられるのではないの

という話しをして、中には下流域からその上流域に、上流域から下流域に釣

り人が往き来するということも鑑みて、全線９月１日からとしました。 

 キャッチアンドリリース区間に関しましては、今、立て看板と、スマホな

どを使って、遊漁者に周知しております。以上です。 

議長 よろしいですか。他に何かございますか。 

 ないようでしたら、本件について諮問事項の内容の異議がない旨、知事に

答申することといたしたいと思います。いかがでしょうか。 

委員一同 （了承） 

議長 はい。ではそのように決定いたします。 

 では続いて報告事項⑴「令和５年度全国内水面漁場管理委員会連合会研修

会の結果について」事務局から概要説明をお願いします。 

事）荒井代理 【資料２に基づき説明】 

議長 事務局から概要説明がありました。何か、御質問、御意見ありましたらお

願いします。 

津谷委員 よろしいですか。 
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議長 はい、お願いします。 

津谷委員 一つは、ミズワタクチビルケイソウですけども、これの神奈川県の内水面

での繁茂状況、分布状況、あと何か対策というものを考えておられるかどう

か、お聞きしたい。 

議長 はい、お願いします。 

水）中川技師 神奈川県では、確認レベルということで、酒匂川水系と相模川水系では発

見されたという報告はなされてございます。県の内水面試験場の方では、防

疫といいますか、使用した漁具ですとか水に入ったものをきちっと消毒する

という対策がなされているとは聞いてはおります。 

津谷委員 例えば繁茂している場所が分かっているのでしたら、その地域では例え

ば、遊漁した方に消毒を義務づけるとか、そこまでするような状況ではない

という認識ですか。 

水）中川技師 そうですね、本県の場合は、そこまで繁茂が拡大しているというような報

告は今のところ入っていないので、そこまでの制限というのは今のところは

考えておりません。 

議長 ほかに何かございますか。ないようでしたら報告ということで御了承願い

ます。 

委員一同 （了承） 

議長 それでは続いて、報告事項⑵の「全国内水面漁場管理委員会東日本ブロッ

ク協議会におけるブロック照会及び素案への意見について」議題としますの

で事務局から説明をお願いします。 

事）荒井代理 【資料３に基づき説明】 

議長 はい。ただ今事務局から説明をいただきました。私もブロック協議会にお

ける提案項目素案に対する意見について相談を受けまして、いろいろと言お

うと思えばいろいろ意見が多いのですけれども、特段、神奈川県として言う

こともないかな、次回のブロック会議でその場において全体の議論の中で、

適宜意見を言えばいいのかなと。 

 基本的に委員会のこの素案そのものが、結構議論されて簡略化したいと

か、的確な文章にしたいとか、割と努力された跡が見えますので、できれば

素案のままでいいのではないかということで意見を述べようかと思っており

ますけれども、とりあえずこのペーパーについては「意見なし」で出しては

どうかということで事務局には話したところです。 

 何か御質問御意見あれば。はい 
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津谷委員 二つあります。まず１点目ですけれど、４ページ目の「放射性物質による

汚染対策についてに対する意見」で、千葉県の内水面委員会の意見として

「汚染水だと考えているようにとられかねない」という記述がありますが、

私もこれと同意見で、この部分の記述は慎重に対応した方がいいと思いま

す。 

 それからもう一つ。「外来種のアンケートについて」御回答いただきまし

てありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは外来生物に関しての被害の統計資料として残るものですが、現在の

方法では、被害ということは何を指すのか、具体的な定義とか要件とか、お

そらくなくて、報告なさる方の、その漁協さんの判断、主観的な判断に委ね

られ、例えばオオクチバスに対する被害２件、被害ってこれどういう、どう

捉えられたのか、報告された方が、ザリガニとかと同じように、ただ見かけ

ただけなのか、あるいはオオクチバスを釣って解体してみたら、その胃の中

から漁業権の対象になる魚種が出てきたと、それで被害と捉えたのか。或い

はその養魚場の中に放たれ、多数の魚が捕食されてしまったというようなこ

とを被害と捉えているのか、判別できない。統計を取るのでしたら、被害の

内容、これをもって被害とみなしますということを決めてですね、できたら

その報告も任意にではなく、こういうことがあったら必ず報告してくださ

い、というようなやり方をしないと、統計資料として非常に曖昧過ぎるとい

う感じがしまして、ちょっと見直された方がいいのかなというのが意見で

す。 

議長 はい。いかがでしょう。 

事）荒井代理 ブロック会議の方で、今、先生がおっしゃっているようなお話を伝えてい

きたいと思います。 

議長 アンケート調査の中身をあまり突き進めていきますと、漁協にカドが立つ

だけで。やはりレベルが違えど、いるよとかいないよとか、そういうレベル

のアンケート調査をしている、ということを御理解をいただいた方がいいの

かなあと思いまして。 

 あまり過度な事務的な内容を作るとアンケート調査を拒否されてしまうこ

とになりかねないと思いますので、そこはあまり突き詰めない方がいいのか

なと思っているのですが、いかがでしょうか。 

津谷委員 ただ統計としてこの数字が独り歩きしないかなと思いまして。オオクチバ

スの、例えば被害２件って、現実的な内容としてどんなもんだったかなとい

うのは、とても疑問に思います。 
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議長 疑問はそれぞれあるのですけれども、どうでしょう。被害額とか出してま

すけれども、あれもエイヤで出している数字で、そこはあまり突き詰めます

と、なんかもっとちゃんとした予算を出してちゃんと調査をしろ、なんて話

ししか出てこないという気がします。そこまでしてもあまり意味がないのか

な、という感じで捉えてはいるんですけれども。 

津谷委員 そうすると、例えばその被害というときの、被害の内容をもう少していね

いに報告していただくというような形にしたらいかがでしょうか。 

議長 いろんな捉え方があると思います。 

津谷委員 主観的なものですか。 

議長 あまりに増えてきてニホンイシガメなんかが全然見なくなってしまった、

それを被害というのか、それとも単なる影響と捉えるか。そういったことを

突き詰めれば突き詰めるほど訳が分からなくなるような気がしないものです

から。 

 

 

 

 

今度の１日のブロック会議で、そういった話が出れば、そういった意見も

ありますので何かいい工夫はないでしょうかね、というくらいの発言くらい

はしてもいいかなと思っております。わが方から突き詰めるというようなこ

とは言いたくないと思っておりますが。よろしいですか。 

 他に何かございますか。ないようでしたら、事後報告ですがそういったこ

とでお話しさせていただきました。また 11月１日、宇都宮のブロック会議

で、適宜、皆さん他の県の様子も見ながら、必要であれば適宜発言をしてい

こうと思います。よろしいでしょうか。 

委員一同 （了承） 

議長 以上で本日の議題は終了ですが、何か皆さんからありますか。ありました

らご発言をお願いします。 

 よろしいですか。事務局、水産課、何かありますか。 

 ないようですので、本日の委員会はこれで閉会といたします。 

 次回は 11月 21日、火曜日、14時からの開催予定です。 

  

 


